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 平成３０年消防協会比企支部消防出初め式を実施いたします

　新春恒例の消防出初め式を、消防協会比企支部（東松山・滑川・嵐山・小川

・吉見・ときがわ・東秩父消防団）と比企広域消防本部が合

同で、下記のとおり挙行いたします。

　多くの皆さまにご見学いただければ幸いです。

日　　時　平成３０年１月６日（土）午前９時００分開始

場　　所　東松山市立松山第一小学校グラウンド

主な内容　観閲・分列行進・伝統はしご乗り

そ の 他　当日の午前６時に演習召集信号（サイレン）を

　　　　　吹鳴いたしますので、火災と間違わないようにお願いいたします。

※雨天の場合は体育館で行います。

問 合 せ　比企広域消防本部管理課　  ２３－２２６５

　平成２９年度　第３回"ココロをつなぐ芸術展"

　比企地域の精神障害当事者たちが自己表現したアート展を開催します。主催

は「比企地域自立支援協議会」で、障害者総合支援法の規定により、障害の有

無にかかわらず、全ての住民がともに暮らすことのできる地域づくりを目的に

比企地域の８市町村（東松山市・滑川町・嵐山町・小川町・川島町・吉見町・

ときがわ町・東秩父村）で共同設置された協議会です。

日　時　１２月１５日（金）～１７日（日）　午前９時～午後５時

場　所　東秩父村和紙の里（ホール１階）

入場料　無料

問合せ　住民福祉課　 ８２－１２２１

　　　　比企生活支援センター　 ８１－７１４５

　標準営業約款制度［Ｓマーク］をご存じですか！

　標準営業約款制度は、法律で定められた消費者（利用者）擁護に資するため

の制度です。

　厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した、

「理容店」、「美容店」、「クリーニング店」、「めん類飲

食店」、「一般飲食店」では、店頭にＳマークを掲げています。

　登録店は、安心・安全・衛生を約束する信頼できるお店です。

詳しくは、（公財）埼玉県生活衛生営業指導センター（ 　048-863-1873 ）ま

でお問合せください。

　　　「明治１５０年」記念施策について

　平成３０年（２０１８年）は、明治元年（１８６８年）から起算して満１５

０年に当たります。政府では、内閣官房副長官を議長とする「「明治１５０年」

関連施策各府省連絡会議」を設け、①「明治以降の歩みを次

世代に遺す施策」、②「明治の精神に学び、さらに飛躍する

国へ向けた施策」、③「明治１５０年に向けた機運を高めて

いく施策」の３つを柱として、政府一体となって「明治１５

０年」関連施策を推進しているところです。国だけでなく、

地方公共団体や民間も含めて、日本各地で、「明治１５０年」

に関連する多様な取組が推進されるよう、ロゴマークの使用促進や広報などを

通じて、「明治１５０年」に向けた機運の醸成を図っています。　詳しくは以

下のホームページを御覧ください。

　　　　　http://www.kantei.go.jp/jp/singi/meiji150/portal/

　　埼玉県立東松山特別支援学校

　教育相談のお知らせ

　本校では保護者、各学校関係者、保

育園・幼稚園関係者の方々に知的障害

児の理解を一層深めていただくととも

に、就学先の決定に向け参考になれば

と考え、学校見学を設定しております。

相談日　毎週火・水曜日

※学校行事などの事情により、他の日

　に変更になることがあります。

※予定日以外でもお気軽にご相談くだ

　さい。

相談時間　午前９時３０分～１１時

　　　　　３０分

内　　容　各学部（小学部・中学部・

　　　　　高等部）の授業参観および

　　　　　教育相談

申 込 み　下記お問合せまでお電話に

　　　　　てご連絡ください。

問 合 せ　埼玉県立東松山特別支援学校

　　　　　教頭またはコーディネーター

　　　　　　 ２４－２６１１

埼玉県勤労者支援資金のご案内
　埼玉県では、勤労者向けの融資制度

として「埼玉県勤労者支援資金」を設

けています。

　子育てや介護に必要な費用、不妊治

療費、親族の医療費、扶養するお子さ

まの教育費、資格取得等を目的とする

講座の受講費などが融資対象になりま

す。

　お申込み要件、融資要件など詳細に

つきましては、下記の問合せ先にご確

認ください。

申込み　中央労働金庫東松山支店

問合せ　埼玉県勤労者福祉課　

　　　　　 ０４８－８３０－４５１８

離職中の看護職の方は"届出"
をお願いします！
　法律の改正により、看護職の資格を

お持ちで就職していない方は、県ナー

スセンターへ届出が努力義務になりま

した。転居や出産育児等で離職した方

は届出をお願いします。

提出方法　埼玉県看護協会ホームペー

　　　　　ジ上の「とどけるん」のペ

　　　　　ージから入力による届出、

　　　　　または下記問合せ先にて詳

　　　　　しくご案内します。

問 合 せ　埼玉県ナースセンター

　　　　 　  ０４８－６２０－７３３９


